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秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本実施要領は、秋山地区複合施設基本・実施設計業務（以下、本業務）に向けて、提案者の知識、

技能、経験等を見極め、本業務に最も適した設計者の選定に際し、公募型プロポーザルを実施するた

めに必要な事項を定めるものとする。 

 

２．業務概要 

（１）業務名称 秋山地区複合施設基本・実施設計業務 

（２）業務内容 

ア）設計者は、秋山地区複合施設基本設計業務を行う。 

イ）設計者は、秋山地区複合施設実施設計業務を行う。 

ウ）設計者は、上野原市や建設協議会、その他の関係者と協議調整を行い必要に応じて発注者支援

を行う。 

   ・建 設 地： 山梨県上野原市秋山７１３１番地  

    ・都市計画区域： 外  

    ・防 火 地 域： 指定無し  

    ・敷 地 面 積： 約３，６００㎡  

  ・構 造 規 模： 鉄筋コンクリート造等／３階建て／延べ面積約１，５００ ㎡  

    ・工 事 概 要： 複合施設新築、外構整備等 

・委託限度額： ￥７６，０７６，０００円（消費税含む。） 

（３）履行期間 契約締結日から令和９年３月２６日（金）まで 

 

３．事務局 

（担当課及び問い合わせ先） 

〒４０１－０２０１ 

山梨県上野原市秋山７１３１番地 

上野原市秋山支所 市民課 特命秋山複合施設建設担当 

電話：０５５４－５６－２１１１ ／ ＦＡＸ：０５５４－５６－２１１５ 

Ｅ-ｍａｉｌ： akiyama@city.uenohara.lg.jp 

 

４．スケジュール 

（１）実施要領の公表                令和８年４月１３日（月） 

（２）ア）質問書の提出期限             令和８年４月２０日（月） 

午後５時まで 

イ）上記質問に対する回答           令和８年４月２３日（木） 

（３）第一次審査（書類審査） 

ア）参加表明書の提出期限           令和８年４月２７日（月） 

                               午後５時まで 

イ）第一次審査結果の通知           令和８年４月２８日（火） 

ウ）技術提案書提出依頼            令和８年４月２８日（火） 
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（４）第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

ア）技術提案書の提出期限           令和８年５月２９日（金） 

午後５時まで 

イ）プレゼンテーション及びヒアリング     令和８年６月３日（水） 

ウ）第二次審査結果の通知           令和８年６月上旬（予定） 

（５）契約締結                   令和８年６月上旬（予定） 

 

５．参加資格 

公募型プロポーザルへの参加資格は、以下の要件を満たす者（以下「参加者」という。）とする。 

なお、参加者が契約締結までの間に参加資格を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。 

（１）参加資格 

ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。 

イ）建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定に基づく、一級建築士事務所の登録を

行っていること。 

ウ）令和７-８年度上野原市入札参加有資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）で、 

「２０１:[建築関係コンサルタント]建築一般」の業種で登録されていること。 

エ）公告日以降、契約締結までの間に、上野原市又は山梨県から指名停止を受けていないこと。 

オ）山梨県内に本社・本店を有すること。 

カ）山梨県内において平成１８年４月以降に完成した新築・増築・改築で、庁舎又は公共施設の設

計業務の実績を単独又は共同企業体（出資比率３０％以上）として有すること。 

キ）上記カ）の設計業務で、管理技術者又は主任技術者として業務実績のある技術者を直接雇用し

ていること。 

（２）業務実施上の条件 

ア）管理技術者は、一級建築士であること。 

イ）管理技術者及び主任技術者は、各１名とすること。 

ウ）管理技術者は、主任技術者を兼務しないこと。また、主任技術者及び各担当技術者は、他の分

野の各担当技術者を兼務しないこと。 

エ）本業務を一括再委託しないこと。 

 

６．応募に対する留意事項 

ア）参加者の応募は、１点のみとする。 

イ）参加者は、応募に関して建設協議会委員より直接又は間接的に支援を受けることはできない。 

ウ）第二次審査への参加は、審査点の高い上位３者程度とする。 

エ）本プロポーザルへの参加者が１者の場合であっても本プロポーザルを実施する。 

 参加者がいなかった場合には、参加表明書及び技術提案書の提出期限を延長し、再度公告する。 

この場合において、必要に応じて参加資格や履行期間の変更を行うことがある。 

 

７．選考方法 

本プロポーザルの審査は、設計者を選定することを重視した公募型プロポーザルとする。 
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（１）第一次審査（書類審査） 

  参加表明書及び添付書類の提出により参加資格を審査し、審査点の高い上位３者程度を一次審査通

過者として選定する。 

（２）第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

第二次審査は、第一次審査で選定された参加者に対して行う。新たに技術提案書の提出を求め、提

案内容に関するプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、その結果、１事業者を委託候補者とし

て選定する。なお、委託候補者選定後、上位の事業者が辞退又は失格となったときは、下位の事業者

の順位を繰り上げて、順位を定めるものとする。 

 

８．実施要領等の公表 

（１）公表期間 令和８年４月１３日（月）から令和８年６月上旬まで 

（２）公表方法 上野原市ホームページで公表する。 

 

９．質問書受付及び回答 

質問期間 令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２０日（月）午後５時まで 

回 答 日 令和８年４月２３日（木） 

そ の 他 本プロポーザルに関する質問は、Ｅ-ｍａｉｌのみで受け付ける。 

Ｅ-ｍａｉｌ： akiyama@city.uenohara.lg.jp 

Ｅ-ｍａｉｌの件名については、「秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル

質問書の提出について」とし、書式は別紙「質問書（様式２）」を使用すること。 

質問の回答は、上野原市ホームページにて閲覧に供する。 

 

１０．第一次審査 

（１）参加表明書の提出 

提出期間 令和８年４月１３日（月）から令和８年４月２７日（月）午後５時まで 

提出場所 上野原市秋山支所 市民課 

    提出方法 持参、郵便（書留）又は宅配便（提出期限必着） 

 提出部数 ３部（正本１部、副本（複写）２部） 

（２）第一次審査結果の通知 

    第一次審査の結果については、全ての参加者に文書で通知する。また、審査経過については、い

かなる問い合わせにも応じない。 

    なお、参加表明書の提出時に、宛先を記入のうえ、切手を添付した結果通知用封筒を合わせて提

出すること。 

 

１１．参加表明書 

（１）参加表明書に必要事項を記載のうえ押印し、提出すること。（様式１・３～７） 

（２）一級建築士事務所登録を証明できる書類を添付すること。（様式３） 

（３）所属する一級建築士については、直接雇用していることを証明できる書類（資格証明書及び雇用

証明書（資格確認書・雇用保険証等）を添付すること。（様式３） 

（４）山梨県内において平成１８年４月以降に完成した新築・増築・改築で、庁舎又は公共施設の設計

業務の実績を証明できる書類を添付すること。（様式４・５） 
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（５）ＺＥＢの設計業務（新築に限る。）の実績がある場合には、それを証明できる書類を添付するこ

と。（様式４・５） 

（６）平成１８年４月以降に国・地方公共団体及び同団体が構成員になっている協議会等から表彰を受

けた実績がある場合には、それを証明できる書類を添付すること。（様式４・５） 

（７）業務実績 

 ア）業務実績は、平成１８年４月以降に完成した公共施設（上記（４））について、「設計事務所の

業務実績一覧（様式４）」に記載すること。ただし、単独又は共同企業体（出資比率３０％以上）

での実績とし、公告日までに設計業務が完了・引渡し済みのものに限る。 

 イ）構造・規模は、構造種別－地上階数／地下階数を記載すること。（例：ＲＣ－３／１） 

 ウ）複合施設の場合は、用途欄に審査対象となる全ての施設用途を記載し、各施設用途に対する面

積を延べ面積欄に記載すること。 

また、共用部分は面積按分して、各施設用途に含めること。 

 エ）業務実績を証明する書類として、契約書等の写し（発注者、業務名、履行期間、構造及び延べ

面積等の記載内容が確認できるもの）及び業務での立場（管理技術者及び主任技術者等）が確認

できる書類の写しを添付すること。 

 オ）上記実績の内容は、設計主旨及び図面又は写真等（外観及び内観写真又は透視図等でサイズは

自由（コピー可））を添付した「設計事務所の実績概要（様式５）」各１枚の範囲内で記載するこ

と。 

（８）配置技術者 

ア）本業務に配置する管理技術者、主任技術者及び各担当技術者について、「管理技術者・主任技

術者・担当技術者一覧（様式６）」に記載すること。 

イ）資格は、該当する資格名を〇で囲み、それ以外はその他（ ）内に資格名を記載すること。な

お、管理技術者については、（ ）内に資格登録番号、また、公告日現在の資格取得後の経験年数

（１年未満は切り捨て）を記載すること。 

ウ）管理技術者及び主任技術者は直接雇用していることを証明できる書類と資格証明書等の写しを

添付すること。 

エ）構造、電気設備、機械設備の担当技術者に配置予定の者には、業務協力を求める他の設計事務

所等（以下「協力事務所」という。）の技術者を配置することができる。 

     協力事務所の技術者を配置する場合、「所属」欄に協力事務所名を記載し、「協力事務所（様式

７）」に必要事項を記載すること。 

オ）立場は、その業務で担当した立場をいい、管理技術者、主任技術者、〇〇担当技術者の別を記

載すること。 

 

１２．第二次審査 

（１）技術提案書の提出 

提出期間 令和８年４月２８日（火）から令和８年５月２９日（金）午後５時まで 

    提出場所 上野原市秋山支所 市民課 

提出方法 持参、郵便（書留）又は宅配便（提出期限必着） 

提出部数 １１部（表紙添付の技術提案書（正本）は１部、その他１０部は技術提案書のみ） 

     正本と同一の電子データ １式（見積書は除く。） 

     なお、電子データの提出方法は、ＣＤ－Ｒ媒体とする。 
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（２）プレゼンテーション及びヒアリング 

 技術提案書等の内容を具体的に確認するため、令和８年６月３日（水）にプレゼンテーション及

びヒアリングを実施する。なお、詳細については、第二次審査の参加者に別途通知する。 

（３）第二次審査結果の通知 

第二次審査の結果については、第二次審査の参加者に文書で通知する。委託候補者については、

上野原市ホームページにて公表する。委託候補者が辞退又は契約が無効となった場合には、次席者

と契約手続きを行う。また、審査経過については、いかなる問い合わせにも応じない。 

なお、技術提案書の提出時に、宛先を記入のうえ、切手を添付した結果通知用封筒を合わせて提

出すること。 

 

１３．技術提案書 

第一次審査で選定された参加者は、「秋山地区複合施設基本・実施設計業務プロポーザル技術提

案書作成要領」により、技術提案書を作成し提出すること。 

 

（１）第一次審査で選定された参加者に対し、新たに技術提案書の提出を求め、提案内容に関するプレ

ゼンテーション及びヒアリングを実施する。 

（２）審査は、技術提案書がどのような設計主旨で提案されているか、要求事項を理解しているか等、

技術提案書及びプレゼンテーションに基づき、参加者へのヒアリングにより行う。 

（３）第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査）会は、非公開とする。 

 

１４．第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング審査） 

（１）第二次審査の基準 

■技術提案書の評価【１００点】 

［表６－１］に示す審査項目に対する考え方について、審査委員が技術提案書、プレゼンテーション

及びヒアリングの内容を踏まえ、「Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ」の５段階で評価する。 

各項目の配点に評価係数［表 6-2］を乗じて、全審査委員の平均値を算出し、これを合計したもの

を審査点とする。 

［表６－１］ 

審査項目 審査の着目点 配点 

テーマ１ 

業務の実績、実施方針に

ついて 

・過去の同様な業務実績における内容や結果 

・業務実施方針、業務取組体制、業務スケジュール 

・業務途中で手戻りが生じないための工夫 

・関係者との合意形成を図るための工夫 

１０ 

テーマ２ 

敷地利用及び敷地の配置

計画の考え方について 

・来庁者の建物への円滑なアクセス 

・主要道路からのアクセスや近隣への影響などを考慮し

た敷地の有効活用 

・現秋山支所解体後跡地等の複合施設周辺の利活用 

１５ 

テーマ３ 

複合施設に必要とされる

機能性・柔軟性について 

・執務スペースの拡充・可変 

・バリアフリー対応 

・セキュリティ対策、プライバシー保護の考慮 

１５ 
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・高度化する情報通信設備への対応 

テーマ４ 

地震等の災害に対する防

災・安全性について 

・防災拠点としての庁舎について、建築構造の他に必要と

される機能や災害時の活動にも配慮した空間構成 １５ 

テーマ５ 

環境対策について 

・省エネルギー・省ＣＯ２対策への方策 

・景観に配慮された外観デザイン 
１５ 

テーマ６ 

コスト縮減に有効な建築

計画について 

・イニシャルコスト及びランニングコスト 

・維持管理のしやすさ １５ 

Ａ 取組意欲（プレゼンテ

ーション及びヒアリン

グ） 

・課題や問題点の把握 

・取組姿勢 

・質疑回答の明確性 

５ 

Ｂ 見積金額 本見積書においては、見積金額に消費税及び地方消費税が

含まれているか否かを明確にするため、以下の項目をそれ

ぞれ記載すること。 

① 税抜金額（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

② 消費税及び地方消費税相当額 

③ 税込金額（①と②の合計額） 

※見積書には、上記３項目が明確に区分されるよう記載

すること。なお、見積書は、任意書式とする。 

＊審査点 

配点×最低見積金額（税抜）÷見積金額（税抜） 

配点は小数点第２位以下切り捨て 

１０ 

［表６－２］ 

審査の着目点 
各審査委員の評点 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

実現性、独創性等の観点か

ら総合的に判断する 
特に良い 良い 普通 やや劣る 劣る 

評価係数 １．０ ０．８ ０．６ ０．４ ０．２ 

   ＊各項目の審査点＝Σ（配点×評価係数）／審査員数 

＊審査点＝Σ（各項目の審査点） 

 

１５．優先交渉権者の決定及び契約の締結 

上野原市は、第二次審査において最高評価点を得た参加者を委託候補者として選定し、優先交渉権

者として契約に向けた交渉を行う。ただし、契約交渉が不調となった場合は、次席者と契約に向けた

交渉を行う。なお、契約時における詳細な事項については改めて提示し、必ずしも本技術提案書の通

りに実施するものではない。 

 

１６．提出書類の無効 

次のいずれかに該当する参加者は、無効とする。なお、無効となった場合は、その時点で本プロポ

ーザルの参加資格を失うものとする。 



7 

 

（１）提出方法、提出場所及び提出期限に適合しないもの 

（２）技術提案書作成要領に指定する様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの 

（３）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

（４）記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

（５）許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの 

（６）虚偽の内容が記載されているもの 

（７）審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの 

（８）参加者（協力事務所を含む。）が製造業及び建設業と資本及び人事面等において、関連があると

認められる場合、当該関連を有する製造業及び建設業の企業は、本設計業務に係る工事の入札に

参加又は当該工事を請け負うことができない。 

 

１７．その他の留意事項 

（１）参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に伴う費用の全ては、参加者の負担とする。 

（２）提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 

また、参加表明書に記載した配置予定の技術者は、病気休職、死亡、退職等の極めて特別な場合

を除き、変更することができない。 

（３）提出された参加表明書及び技術提案書は、審査を行う作業の必要な範囲において、複製を作成す

ることがある。 

（４）提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、提出された参加表明書及び技術提案

書は委託候補者の選定以外に参加者に無断で使用しない。 

（５）技術提案書作成のために、上野原市から受領した資料は、市の許可なく公表又は使用することは

できない。 

（６）郵便・宅配便・その他の通信手段の事故については、上野原市はいかなる責任も負わない。 

（７）この要領に定めるものの他、必要な事項については、上野原市が別に定める。 

 

１８．参考資料 

 次の資料を参考にすること。なお、参考資料は、第二次審査の参加者に提供する。 

（１）秋山地区複合施設整備基本計画（令和８年３月）［上野原市ホームページからダウンロード可］ 

（２）公図写し［参考資料１］ 

（３）簡易水道給配水管図［参考資料２］ 

別表「発注機関一覧表」 

機関名 内訳 

国機関 国土交通省、文部科学省、厚生労働省、その他中央省庁 

山梨県  

都道府県 山梨県以外の都道府県（政令指定都市を含む） 

独立行政法人  

市区町村  

公営企業等  

事業団等  

 


